
雪量観測装置保守点検委託 積算基準 

【適用範囲】 

・本基準は雪量観測装置保守点検委託に適用する。 

【仕様】 

・別紙、雪量観測装置保守点検仕様書による。 

【歩掛表】 

（１箇所当たり）
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１．軽微な障害物の除去、草刈等の実施を含む。 

２．旅費交通費及び打合せ協議は別途計上する。なお、打合せ協議については電気通信技

術者、電気通信技術員をそれぞれ 0.5人／回（基準日額を含む）を当初及び成果品納入

時の 2 回計上を標準とする。また、旅費交通費は、福島県土木部設計業務等表湯順積

算基準によるものとする。 

３．諸経費率は福島県土木部設計業務等標準積算基準の「一般調査業務費」によるものと

する。 

４．諸雑費は人件費（直接人件費及び労務費。交通誘導員を除く。）を対象とする。 

５．システム障害または部品の交換及び修繕が必要な場合は、別途考慮する。 

６．交通誘導員の区分は、土木工事標準積算基準によるものとする。 

R5.10.1以降起工適用


